
２平成 27 年 6 月 15 日　広報ふっさ　No.929042-551-1511 です ※お掛け間違いのないようにお願いします

【
市
役
所
本
庁
舎
の
夜
間
開
庁
業
務
中
止
の
お
知
ら
せ
】
7
月
8
日
㈬
は
、
番
号
法
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
）
へ
の
対
応
の
た
め
、
夜
間
の
延
長
開
庁
を
中
止
し
ま
す
。【
問
合
せ
】
企
画
調
整
課
企
画
調
整
担
当
☎
551
・

１
５
２
８

相談内容 実施日 時間 場所 備考
人権身の上相談
･行政相談 1 日㈬

午後1時 30分
～4時 30分

市役所 1階
第一相談室

予約制、先着6人（1人 30分）
※相談日 1 か月前から電話
で秘書広報課広報広聴係へ。

登記相談 2 日㈭
相続遺言等暮ら
しの手続き相談 14 日㈫

税務相談 23 日㈭

法律相談
3 日㈮ ･8 日
㈬ ･15 日 ㈬
･22 日㈬

予約制、先着 6人（1人 30分）
※相談日6日前から電話で秘
書広報課広報広聴係へ。

交通事故相談 16 日㈭ 午後1時 30分
～4時

予約制、先着3人（1人 45分）
※相談日 1 か月前から電話
で秘書広報課広報広聴係へ。
相談日以外は東京都都民の
声課☎ 03･5320･7733 へ。

少年相談 17 日㈮ 午前 9 時～午
後 4時 30分

予約制、警視庁八王子少年
センター☎ 042･679･1082へ。
相談日当日は秘書広報課広
報広聴係へ。

介護保険相談 毎週月 ･ 火
･木曜日

午前 9 時～正
午、午後 1 時
～4時

市役所 1階
介護福祉課

介護福祉課介護保険係
☎ 551･1764

子ども相談 毎週
月～土曜日

午前8時 30分
～午後 5 時 15
分

子ども家庭支援
センター（子ど
も応援館１階）

子どもと家庭の相談 ･ 児童
虐待に関すること。
☎ 539･2555

教育相談 毎週
月～土曜日

午前10時～午
後5時

教育相談室（子
ども応 援 館 2
階）

教育についての悩み全般に
関すること。
教育委員会教育相談室
☎ 551・7700

消費者相談 毎週
月 ･木曜日

午前10時～正
午、午後1時～
4時

市役所第二棟
2階第 2相談室

シティセールス推進課 
☎ 551･1699

事業資金相談 9 日㈭ 午前10時～午
後4時

商工会館
1階相談室

商工会☎ 551･2927 ※対象は
市内の小規模事業者

【そのほかの相談】市政 ･ 市民相談、国民年金相談、ひとり親家庭相談、健康相談、
育児相談（☎ 551･1511 市役所代表）、心の相談、成年後見制度相談、苦情相談、
権利擁護相談、心配ごと相談（☎ 552･5027 福祉センター）

【問合せ】秘書広報課広報広聴係☎ 551･1529 7 月の無料相談
※予約開始日が土 ･日 ･祝日の場合、翌日以降最初の平日から予約開始となります。

振
り
込
め
詐
欺
を
撃
退
！　
　

自
動
通
話
録
音
機
を
無
料
で
貸

し
出
し
ま
す

　

東
京
都
で
は
、
被
害
を
未
然

に
防
ぐ
こ
と
を
目
的
に
自
動
通

話
録
音
機
を
貸
し
出
し
ま
す
。

　

機
器
を
設
置
す
る
と
、
電
話

を
受
け
た
際
に
、
警
告
メ
ッ

セ
ー
ジ
と
録
音
機
能
に
よ
り
被

害
を
未
然
に
防
止
す
る
効
果
が

期
待
で
き
ま
す
。

【
対
象
】
市
内
在
住
の
高
齢
者

（
お
お
む
ね
65
歳
以
上
）
が
い

る
世
帯

※
一
世
帯
1
台
限
り
で
す
。
二

世
帯
、
三
世
帯
住
宅
で
あ
っ
て

も
、
高
齢
者
が
主
に
使
用
す
る

電
話
器
の
み
が
対
象
と
な
り
ま

す
。

　

ま
た
、
警
視
庁
が
運
用
し
て

い
る
「
自
動
通
話
録
音
（
警
告
）

機
」
を
設
置
し
て
い
る
世
帯
は

除
き
ま
す
。

【
貸
出
台
数
】
先
着
40
台

【
申
込
方
法
】
8
月
1
日
㈯
か

ら
市
役
所
第
一
棟
2
階
安
全
安

心
ま
ち
づ
く
り
課
地
域
安
全
係

に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
本
人
確
認
が
必
要
な
た
め
、

電
話
や
郵
送
で
の
申
込
み
は
で

き
ま
せ
ん
。
身
分
証
明
書
を
ご

持
参
く
だ
さ
い
。

【「安全安心まちづくり市民ひろば」次回の開催は】犯罪のない、安心して暮らすことができる福生市を目指し、話し合いや情報交換をしています。市内在住・

在勤の方ならどなたでも参加できます。【日時】6 月 25 日㈭午後 7時～ 9時【場所】わかたけ会館集会室【問合せ】安全安心まちづくり課地域安全係☎ 551･1691

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
議
会
中
継
」

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

「
市
民
に
開
か
れ
た
わ
か
り

や
す
い
議
会
」
を
目
指
し
て
、

本
会
議
の
映
像
を
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
配
信
し
て
い
ま
す
。

仕
事
や
子
育
て
な
ど
で
、
市
役

所
ま
で
傍
聴
に
出
か
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
方
も
、
ご
自
宅
の

パ
ソ
コ
ン
で
本
会
議
の
様
子
が

い
つ
で
も
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
配
信
内
容
】
本
会
議
の
ラ
イ

ブ
映
像
と
録
画
映
像

※
録
画
映
像
は
、
過
去
の
会
議

を
会
議
名
や
議
員
名
、
用
語
な

ど
で
検
索
し
て
ご
覧
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
ア
ク
セ
ス
方
法
】
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
「
福
生
市
議
会
」

→
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
」

の
順
に
ク
リ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ

い
。

【
問
合
せ
】
議
会
事
務
局
庶
務

係
☎
551
・

１
５
２
３

平
成
28
年
度
採
用
の
職
員
採
用

説
明
会
を
開
催
し
ま
す

【
日
時
】
７
月
18
日
㈯

〈
第
１
回
〉
午
前
10
時
～
正
午

〈
第
２
回
〉
午
後
２
時
～
４
時

※
申
込
み
多
数
の
場
合
25
日
㈯

福生市監査委員に田村桂一氏が選任

（再任）されました

　５月の臨時市議会

で、田村桂一氏が、

監査委員に選任同意

されました。

【問合せ】監査委員

事務局☎ 551・1809 田村　桂一氏

《
ご
利
用
す
る
際
の
注
意
事
項
》

・

接
続
し
た
際
に
年
間
323
円
相

当
の
電
気
料
金
が
発
生
し
ま

す
。（
利
用
者
負
担
）

・

利
用
者
の
方
に
よ
る
設
置
を

お
願
い
し
ま
す
。

・

そ
の
ほ
か
詳
細
に
つ
い
て
は
、

準
備
が
で
き
次
第
広
報
ふ
っ

さ
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

【
問
合
せ
】
安
全
安
心
ま
ち

づ
く
り
課
地
域
安
全
係
☎
551
・

１
６
９
１

全
国
一
斉
「
子
ど
も
の
人
権
110

番
」
強
化
週
間

　

い
じ
め
や
児
童
虐
待
な
ど
、

子
ど
も
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な

人
権
問
題
の
解
決
を
図
る
た

め
、電
話
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

▼
「
子
ど
も
の
人
権
110
番
」 

☎
０
１
２
０
・

007
・

１
１
０

【
日
程
】
6
月
22
日
㈪
～
28
日
㈰ 

【
受
付
時
間
】
平
日
午
前
8
時

30
分
～
午
後
7
時
、
土
・

日
曜

日
午
前
10
時
～
午
後
5
時

【
相
談
員
】
人
権
擁
護
委
員
（
東

京
都
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
子

ど
も
人
権
委
員
会
）
及
び
法
務

６
月
の
納
税
の
お
知
ら
せ

　

６
月
は
、
市
都
民
税
（
第
1

年
金
だ
よ
り

▼
国
民
年
金
の
加
入
種
別
と
届

出
先
に
つ
い
て

　

日
本
に
住
ん
で
い
る
20
歳
以

上
60
歳
未
満
の
す
べ
て
の
方

は
、
国
民
年
金
に
加
入
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

加
入
者
は
職
業
な
ど
に
よ
っ

て
3
つ
の
種
別
に
分
か
れ
て
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
手
続
き
先
が
異

な
っ
て
い
ま
す
。

【
第
一
号
被
保
険
者
】
自
営
業

者
、
学
生
、
フ
リ
ー
タ
ー
、
無

職
の
方
等
で
す
。
ご
自
身
・

配

偶
者
が
会
社
等
を
退
職
さ
れ
た

場
合
、
第
一
号
被
保
険
者
に
種

別
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
加
入
手
続
き
は
、
ご
自
身

で
お
住
ま
い
の
市
町
村
役
場
の

国
民
年
金
担
当
窓
口
（
福
生
市

は
保
険
年
金
課
保
険
年
金
係
）

で
行
い
ま
す
。

【
第
二
号
被
保
険
者
】
会
社
員

や
公
務
員
等
で
、
厚
生
年
金
保

険
や
共
済
組
合
に
加
入
さ
れ
て

い
る
方
で
す
。加
入
手
続
き
は
、

勤
務
先
が
行
い
ま
す
。

【
第
三
号
被
保
険
者
】
第
二
号

被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る

配
偶
者
の
方
で
す
。
加
入
手
続

き
は
、
第
二
号
被
保
険
者
の
勤

務
先
を
通
し
て
行
い
ま
す
。

【
問
合
せ
】
青
梅
年
金
事
務
所

☎
０
４
２
８
・

30
・

３
４
１
０
、

保
険
年
金
課
保
険
年
金
係 

☎
551
・

１
６
７
０

福
生
市
ま
ち
づ
く
り
に
資
す
る

寄
附
金
（
ふ
る
さ
と
納
税
）

　

5
月
1
日
か
ら
31
日
ま
で
の

間
に
東
京
福
生
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク

ラ
ブ
様
、
東
京
福
生
ラ
イ
オ
ネ

ス
ク
ラ
ブ
様
ほ
か
3
名
の
方

（
匿
名
）
か
ら
103
万
円
の
ご
寄

附
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

寄
附
金
は
、
寄
附
者
の
ご
希

望
等
に
応
じ
、
有
効
に
活
用
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。（
平
成

27
年
度
累
計
6
件
・

110
万
円
）

【
問
合
せ
】
契
約
管
財
課
管
財

係
☎
551
・

１
５
３
５

　銀座中央商栄会では、毎年恒例の古着交換会を

開催します。銀座中央商栄会が発行するチラシに

付いている古着交換券と古着を持参すると、古着

１着につき買い物券（100 円）と交換します（先着

200 人、１家族古着 20 着まで）。詳しくは、銀座中

央商栄会までお問い合わせください。

【交換日】７月 11 日㈯午前 10 時～ 11 時

【場所】加藤商店倉庫

　また、7 月 1 日㈬から 10 日㈮までに古着交換会

参加店でお買い物をした方（各店先着20人）に3,000

円相当の賞品が当たる抽選券を配布します。

※当選者の発表は 7 月 11 日㈯～ 31 日㈮の間、古

着交換会参加店で掲示します。

【問合せ】銀座中央商栄会（三ツ木屋酒店） 

☎ 551・0757

― 銀座中央商栄会 ―

古着交換会を開催！

《銀座中央商栄会からのお知らせ》
　7 月 1 日㈬から 31 日㈮までの間、中元セール
と灯篭ギャラリーを開催します。

期
）
の
納
期
で
す
。
納
期
限
は

6
月
30
日
㈫
で
す
の
で
、
お
忘

れ
の
な
い
よ
う
ご
納
付
く
だ
さ

い
。
口
座
振
替
は
６
月
30
日
㈫

の
予
定
で
す
。
残
高
不
足
に
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

※
納
期
を
過
ぎ
る
と
延
滞
金
が

課
さ
れ
ま
す
。

●
平
成
27
年
度
第
1
回
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売
結
果
を
公
表

し
ま
す

　

５
月
に
行
わ
れ
た
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
よ
る
差
押
物
件
の
公

売
は
、
次
の
と
お
り
落
札
さ
れ

ま
し
た
。
売
却
金
は
、
滞
納
と

な
っ
て
い
る
市
税
等
に
充
て
ら

れ
ま
す
。

【
差
押
物
件
】

▼
液
晶
テ
レ
ビ
（
シ
ャ
ー
プ
ア

ク
オ
ス
40
型
シ
ア
タ
ー
ラ
ッ
ク

シ
ス
テ
ム
）

・

最
低
見
積
価
格
２
０
，
０
０ 

０
円

・

落
札
価
格
４
６
，
５
５
５
円

▼
プ
ラ
モ
デ
ル
（
ダ
ッ
ジ
チ
ャ

レ
ン
ジ
ャ
ー
）

・

最
低
見
積
価
格　

１
０
０
円

・

落
札
価
格　

３
，
４
０
０
円

▼
軽
自
動
車（
ダ
イ
ハ
ツ
ミ
ラ
）

・

最
低
見
積
価
格
３
０
，
０
０ 

０
円

・

落
札
価
格
３
０
，
５
０
０
円

※
ほ
か
に
も
指
輪
や
フ
ィ
ギ
ュ

ア
な
ど
が
落
札
さ
れ
ま
し
た
。

【
問
合
せ
】
収
納
課
☎
551
・

１
５
７
８

も
開
催
し
ま
す
。

【
場
所
】
市
役
所
第
一
棟
２
階

会
議
室

【
対
象
】
昭
和
60
年
４
月
２
日

～
平
成
10
年
４
月
１
日
ま
で
に

生
ま
れ
た
方

【
申
込
期
間
】
６
月
22
日
㈪
～

７
月
３
日
㈮
の
間
に
電
子
申
請

か
ら
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
職
員
課
☎
551
・

１
５
８
９

局
職
員

【
問
合
せ
】
東
京
法
務
局
人
権 

擁
護
部
第
二
課
☎
03
・

５
２
１ 

３
・
１
２
３
４
（
内
線
２
５
１
２
）


